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覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について（通知）

本日、覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令（平成30年政令第

36号）が公布されましたので、貴職におかれましては、下記事項について御了

知の上、関係各方面に対する周知の徹底と適切な指導をお願い申し上げます。

記

第１ 改正要旨

１ 改正の趣旨

今般、覚醒剤の製造原料となる１物質を覚醒剤原料として新たに指定

するため、覚せい剤原料を指定する政令（平成８年政令第23号）の一部

を改正した。

２ 改正の内容

次の物質を新たに覚醒剤原料に指定した。

２，６―ジアミノ―Ｎ―（１―フェニルプロパン―２―イル）ヘキ

サンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

３ 施行期日

公布の日（平成30年２月21日）から起算して30日を経過した日（平成3

0年３月23日）から施行する。



第２ 留意事項

医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今回新

規指定された覚醒剤原料を継続して取り扱う場合には、覚せい剤取締法（昭

和 26年法律第 252号）第 30条の７第１号から第５号に規定する者の指定

を受ける必要があることから、政令施行までにあらかじめ必要な手続きを

行わせるよう指導すること。

第３ 物質の構造式等

化学名：２，６―ジアミノ―Ｎ―（１―フェニルプロパン―２―イル）

ヘキサンアミド

構造式：

※２，６―ジアミノ―Ｎ―（１―フェニルプロパン―２―イル）ヘキ

サンアミドには４種類の立体異性体が存在するが、その内、（２Ｓ）

－２，６―ジアミノ―Ｎ―［（２Ｓ）－１―フェニルプロパン―２―

イル］ヘキサンアミドに、国際一般名称「リスデキサンフェタミン

（英名：Lisdexamfetamine）」がつけられている。
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新たに１物質を覚醒剤原料に指定し、規制の強化を図ります 
 

本日付けで、「覚せい剤原料を指定する政令」を一部改正し、新たに１物質

（※１）（※２）を覚醒剤原料として指定しました（政令の施行は本年３月 23日）。 

 

新たに覚醒剤原料に指定することで輸出入、製造、流通、所持、使用が規制され

ます（※３）（※４）。 

 

※１ 化学名：２，６―ジアミノ―Ｎ―（１―フェニルプロパン―２―イル）ヘキ

サンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 

 

※２ 覚醒剤原料に指定される物質には４つの立体異性体があり、そのうちの一つ

である下記物質を主成分とする医薬品が海外で流通しています。 

化学名：（２Ｓ）－２，６―ジアミノ―Ｎ―［（２Ｓ）－１―フェニルプロパン

―２―イル］ヘキサンアミド 

国際一般名称：リスデキサンフェタミン（Lisdexamfetamine） 

海外での販売名称：Vyvanse、Elvanse、Venvanse、Tyvense、Aduvanz 

販売元： Shire Pharmaceuticals 

 

※３ 覚醒剤原料に関する罰則 

最高で１年以上の有期懲役又は情状により 500万円以下の罰金の併科 

 

※４ 覚醒剤原料は覚醒剤原料輸入業者・輸出業者が、その都度、厚生労働

大臣の許可を受けて輸出入する場合を除き、一般の個人が輸出入するこ

とは禁止されています。 

平成 30年２月 21日 
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